
第２次計画策定までの経過 

 

平成２４年１２月１３日 （国）「消費者教育の推進に関する法律」施行 

 

平成２５年 ６月２８日 （国）「消費者教育の推進に関する基本的な方針」閣議決定 

 

平成２７年 ３月３１日 「福岡市消費者教育推進計画」策定 

 

平成３０年 ３月２０日 （国）「消費者教育の推進に関する基本的な方針」変更  

 

平成３１年 ３月     （県）福岡県消費者教育推進計画（第２次）策定 

 

令和元年 ７月 ３日   市長から消費生活審議会へ諮問 

 

令和元年 ７月 ８日    第２８回 消費生活審議会 

●消費者教育部会設置 

 

令和元年 ９月２７日   第１回 消費者教育部会 

 

令和元年１０月２５日   第２回 消費者教育部会 

 

令和元年１１月２５日   第２９回 消費生活審議会 

 

令和元年１２月１６日   「福岡市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例」に 

基づく議会（委員会）報告 

令和２年 １月 ６日 

    ～２月 ５日  「第２次福岡市消費者教育推進計画（案）」について市民意見募集 

（パブリック・コメント手続き） 

 

令和２年 ３月２７日    第３０回 消費生活審議会 

 

令和２年 ３月２７日   消費生活審議会から市長へ答申 

 

令和２年 ３月３１日   第２次福岡市消費者教育推進計画策定 


